
景観形成基準チェックリスト　　【その他行為】

行   為 市審査

□
緑地を配置したり、法面や擁壁の勾配をできるだけ緩くして
いるか

□ 法面や擁壁の高さをできるだけ低くしているか

□
既存の地形をできる限り活かし、長大な法面や擁壁による圧
迫感や威圧感を軽減するように努めているか

□
現存する樹木や植生の保全・活用に配慮した開発としている
か

□
電線類や電柱の設置位置について、周辺の景観を阻害しない
よう配慮しているか

□
電線類や電柱の設置位置について、人や自動車の通行を妨げ
ないよう配慮しているか

□ 開墾跡地等が目立たないよう、緑化することとしているか

□
自然水面をできるだけ残しているか。ただし、やむを得ない
場合は、人工的なイメージにならないよう周辺との調和に配
慮しているか

□
公共の場所から堆積物が見えにくいよう、位置や規模、配置
などを工夫しているか

□
公共の場所から堆積物が見えにくいよう、柵や囲いなどの工
作物を設置しているか

その他景観に配慮した点・工夫した点などを具体的に記述してください。

道路や公園など公共の場所から堆積物が目立たないよう、位置や規
模、配置などを工夫すること

□　適
□　否
□要検討

□　適
□　否
□要検討

□　適
□　否
□要検討

□　適
□　否
□要検討

□　適
□　否
□要検討

□　適
□　否
□要検討

景観形成基準の申請者チェック欄

電線類や電柱の設置位置に配慮すること

開　発　行　為

土地の開墾、土石の
採取その他の土地の
形質の変更

水面の埋立て又は
干拓

屋外における土石、
廃棄物、再生資源等
の堆積

開発後の状態が、周辺の景観と調和するよう努めること

周辺の地形や景観の状況を把握し、地形や植生を活かしたものとす
ること

道路や公園など公共の場所から開墾跡地等が目立たないよう、周辺
の地形や植生等に配慮すること

自然水面を保全・活用するよう努めること


